
�愛媛県告示第１１９号
愛媛県民有林林道事業補助金交付規程（昭和３０年３月愛媛県告示第２２２号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２３年

度事業から適用する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業、林道施設災害関

連事業及び森林居住環境整備事業、農山漁村地域整備交付金実施

要綱（平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通

知）に規定する森林整備事業、地域自主戦略交付金交付要綱（平

成２３年４月１日付け２２農振第２１８５号農林水産事務次官通知）に規

定する森林整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

附 則

１０ 林業関係事業補助金等交付要綱に基づき平成１８年度以前に採択

された事業計画に係る事業（市町以外の事業主体が行うものに限

る。）であつて平成２２年度以後に行われるものについての別表第

１ ４の表１の項�ウ�の規定の同年度から平成２４年度までの各

年度における適用については、同項�ウ�補助率基準の欄中

「同」とあるのは「当該事業に係る事業費（林道に関する事業の

ため直接必要な工事費及び事務雑費の合計額をいい、工事の施工

に付随する用地費、補償費その他 間 接 的 な 経 費 は、含 ま な

い。）」と、同項�ウ�補助率率市町以外の欄中「同」とあるの

は「１０分の６．５以内」とする。

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業

（定義）

第２条 この規程で、「林道に関する事業」とは、林業関係事業補

助金等交付要綱（昭和４７年８月１１日付け４７林野政第６４０号農林事

務次官通知）に規定する森林環境保全整備事業、林道施設災害関

連事業及び森林居住環境整備事業、農山漁村地域整備交付金実施

要綱（平成２２年４月１日付け２１農振第２４５３号農林水産事務次官通

知）に規定する森林整備事業、地域自主戦略交付金交付要綱（平

成２３年４月１日付け２２農振第２１８５号農林水産事務次官通知）に規

定する森林整備事業並びに県単独林道整備事業をいう。

２ 省略

附 則

１０ 林業関係事業補助金等交付要綱に基づき平成１８年度以前に採択

された事業計画に係る事業（市町以外の事業主体が行うものに限

る。）であつて平成２２年度以後に行われるものについての別表第

１ ４の表１の項�ウ�の規定の同年度及び平成２３年度 の各

年度における適用については、同項�ウ�補助率基準の欄中

「同」とあるのは「当該事業に係る事業費（林道に関する事業の

ため直接必要な工事費及び事務雑費の合計額をいい、工事の施工

に付随する用地費、補償費その他 間 接 的 な 経 費 は、含 ま な

い。）」と、同項�ウ�補助率率市町以外の欄中「同」とあるの

は「１０分の６．５以内」とする。

別表第１（第３条、別表第２関係）

１ 森林環境保全整備事業
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事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町
市町

以外

１

環

境

林

整

備

事

業

� 森

林災

害等

復旧

林道

の開

設

ア 離島を除く過疎

地域（過疎地域自

立促進特別措置法

（平成１２年法律第

１５号）第２条第１

項に規定する過疎

地域（同法第３３条

の規定により過疎

地域とみなされる

区域を含む。）を

いう。以下同じ。）

の市町及び振興山

村の地域（山村振

興法（昭和４０年法

律第６４号）第７条

第１項の規定によ

り振興山村に指定

された地域をい

う。以下同じ。）

で行うもの

省略

イ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域で行

うもの

省略

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町
市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

整備

（開

設）

及び

森林

施業

道整

備（

開設

）

ア 森林

造成林

道（間

伐を行

うため

に開設

する林

道、水

源山地

におい

て複層

林施業

を行う

ための

保安施

設事業

と林道

の開設

とを一

体とし

た事業

に係る

林道及

び保安

林整備

臨時措

置法（

昭和２９

年法律

第８４号

）第８

条第１

項の規

定に基

づき指

定され

た特定

保安林

の整備

を行う

ために

開設す

る林道

をいう

。以下

同じ。）

� 離島を

除く過疎

地域（過

疎地域自

立促進特

別措置法

（平成１２

年法律第

１５号）第

２条第１

項に規定

する過疎

地域（同

法第３３条

の規定に

より過疎

地域とみ

なされる

区域を含

む。）を

いう。以

下同じ。

）の市町

及び振興

山村の地

域（山村

振興法（

昭和４０年

法律第６４

号）第７

条第１項

の規定に

より振興

山村に指

定された

地域をい

う。以下

同じ。）

で行うも

の

省略

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

省略
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ウ 離島を除く過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

省略

エ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

省略

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

省略

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

省略

イ 峰越

連絡林

道（林

業生産

基盤の

整備を

図り、

農山村

地域の

振興に

資する

ため、

林道規

程（昭

和４８年

４月１

日付け

４８林野

道 第

１０７号

林野庁

長官通

知）に

規定す

る自動

車道に

該当す

る既設

の林道

（以下

「既設

林道」

という

。）と

他の既

設林道

� 幹線林

道（離島

で行うも

の）

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の ８

以内

� 幹線林

道（�以

外のもの）

同 同 １０分

の５．５

以内

６０分

の４３

以内

� その他

の林道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

愛 媛 県 報平成２４年１月３１日 第２３３８号

４４



２

林

業

専

� 林

業専

用道

の開

ア 離島を除く過疎

地域の市町及び振

興山村の地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の５．５

以内

又はこ

れと同

程度の

構造を

有する

道路施

設との

相互間

を峰越

し等に

より連

絡する

林道を

いう。

以下同

じ。）

ウ 森林

造成林

道及び

峰越連

絡林道

以外の

林道

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

２

機

能

回

� 森

林管

理道

整備

ア 離島を除く過疎

地域の市町及び振

興山村の地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内
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用

道

整

備

事

業

設 イ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

ウ 離島を除く過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

エ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� �以外の林道整備 同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

２ 省略

３ 森林居住環境整備事業

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町 市町

以外

１

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 林

道整

備

ア 森林基幹道開設 自 動

車道

当 該

事 業

に 係

る 事

業費

１０分

の５．５

以内

１０分

の６．５

以内

イ 林道

改良・

舗装

� 幹線林

道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その他

の林道（

改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

� その他

の林道（

舗装）

同 同 ３ 分

の １

以内

３ 分

の １

以内

� 林

道関

連施

設の

整備

ア 林業施設用地整

備

整 地

及 び

附 帯

施設

同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

イ 作業ポイント整

備

用 地

及 び

取 付

道路

同 同 同

復

整

備

事

業

（森

林災

害等

復旧

林道

）（

開設

）

イ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域で行

うもの

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

ウ 離島を除く過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

エ 離島である過疎

地域の市町及び振

興山村の地域以外

の地域で行うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

２ 省略

３ 森林居住環境整備事業

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町 市町

以外

１

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 森

林居

住環

境整

備事

業全

体計

画調

査

ア 過疎地域の市町

及び振興山村の地

域で行うもの

基 礎

調 査

及 び

全 体

計 画

の 策

定

当 該

事 業

に 係

る 事

業費

１０分

の ６

以内

イ ア以外のもの 同 同 １０分

の５．５

以内

� 山

のみ

ち地

域づ

くり

交付

金

ア 山の

みちの

整備

� 林道

整備

自 動

車道

同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 に

１００分

の ５

を 加

え た

率 以

内

� 作業

道等整

備

同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

３ 分

の ２

に 調

整 率

愛 媛 県 報平成２４年１月３１日 第２３３８号

４６



を 乗

じ て

得 た

率 以

内

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

イ 地域創造型整

備

施 設

の 整

備

同 ３ 分

の ２

以内

３ 分

の ２

以内

ウ 事業見直し調

査

事 業

内 容

の 検

討 及

び 見

直 し

の た

め の

調査

同 同

� 森

林活

用基

盤整

備

ア 居

住環

境基

盤整

備と

組み

合わ

せて

行う

林道

整備

� 過疎地

域の市町

及び振興

山村の地

域で行う

もの

自 動

車道

同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

� �以外

のもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

イ ア

以外

の林

道整

備

� 森林基

幹道（開

設）

同 同 同 １０分

の ７

以内

�

森

林

基

幹

道

（

改

良

）

ａ 幹

線林

道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

ｂ そ

の他

の林

道

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ 居

住環

境基

盤整

備と

組み

合わ

せて

行う

林道

�

林

業

施

設

用

地

整

備

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

山村

の地

域で

行う

整 地

及 び

附 帯

施設

同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内
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４ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町 市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森林

管理道

、林業

専用道

及び森

林施業

道の開

設

ア 森林造

成林道（

間伐を行

うために

開設する

林道、水

源山地に

おいて複

層林施業

を行うた

めの保安

施設事業

と林道の

開設とを

一体とし

た事業に

係る林道

及び森林

�～

�

省略

関連

施設

の整

備

もの

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の５．５

以内

�

作

業

ポ

イ

ン

ト

整

備

ａ 過

疎地

域の

市町

及び

振興

山村

の地

域で

行う

もの

用地、

取 付

道等

同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

ｂ ａ

以外

のも

の

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の５．５

以内

エ ウ

以外

の林

道関

連施

設の

整備

� 林業施

設用地整

備

整 地

及 び

附 帯

施設

同 同 １０分

の ５

以内

� 作業ポ

イント整

備

用地、

取 付

道等

同 同 同

４ 森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町 市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森林

管理道

整備（

開設）

及び森

林施業

道整備

（開設

）

ア 森林造

成林道

�～

�

省略
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法（昭和

２６年法律

第２４９号）

第３９条の

３第１項

の規定に

基づき指

定された

特定保安

林の整備

を行うた

めに開設

する林道

をいう。

以下同じ

。）

イ 峰越連

絡林道（

林業生産

基盤の整

備を図り

、農山村

地域の振

興に資す

るため、

林道規程

（昭和４８

年４月１

日付け４８

林野道第

１０７号 林

野庁長官

通知）に

規定する

自動車道

に該当す

る既設の

林道（以

下「既設

林道」と

いう。）

と他の既

設林道又

はこれと

同程度の

構造を有

する道路

施設との

相互間を

峰越し等

により連

絡する林

�～

�

省略

イ 峰越連

絡林道

�～

�

省略
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道をいう

。以下同

じ。）

ウ 省略

２

省略

ウ 省略

２

省略

３

機

能

回

復

整

備

事

業

� 林道

改良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

イ その他の林

道（改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ その他の林

道（舗装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内

４

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 森林

居 住

環 境

整 備

事 業

全 体

計 画

調査

ア 過疎地域の

市町及び振興

山村の地域で

行うもの

基 礎

調 査

及 び

全 体

計 画

の 策

定

同 １０分

の ６

以内

イ ア以外のも

の

同 同 １０分

の５．５

以内

� 居住

環境基

盤整備

と組み

合わせ

て行う

林道整

備（開

設・改

良）

ア 過疎地域の

市町及び振興

山村の地域で

行うもの

自 動

車道

同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

イ ア以外のも

の

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

� �以

外の林

道整備

ア 森林基幹道

（開設）

同 同 同 １０分

の ７

以内

イ 林

道（

改良

・舗

装）

� 幹線

林道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その

他の林

道（改

良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

� その

他の林

道（舗

装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内
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５ 森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）

事業の種目 事業

の種

目の

内容

補助率

基準 率

市町 市町

以外

１

育

成

林

整

備

事

業

� 森

林管

理道

、林

業専

用道

及び

森林

施業

道の

開設

ア 森

林造

成林

道

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

自 動

車道

当 該

事 業

に 係

る 事

業費

１０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の６．５

以内

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

� 居住

環境基

盤整備

と組み

合わせ

て行う

林道関

連施設

の整備

ア 過疎地域の

市町及び振興

山村の地域で

行うもの

整 地

及 び

附 帯

施設、

用地、

取 付

道等

同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ６

以内

イ ア以外のも

の

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の５．５

以内

� �以外の林道関連施設

の整備

同 同 同 １０分

の ５

以内
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イ 峰

越連

絡林

道

� 幹線林

道（離島

で行うも

の）

同 同 １０分

の ６

以内

１０分

の ８

以内

� 幹線林

道（�以

外のもの）

同 同 １０分

の５．５

以内

６０分

の４３

以内

� その他

の林道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

ウ 森

林造

成林

道及

び峰

越連

絡林

道以

外の

林道

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 同 同

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域で行

うもの

同 同 同 １０分

の ６

以内

� 離島を

除く過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

� 離島で

ある過疎

地域の市

町及び振

興山村の

地域以外

の地域で

行うもの

同 同 １０分

の５．５

以内

１０分

の５．５

以内

２

林

道

改

良

事

業

� 林

道改

良・

舗装

ア 幹線林道 同 同 同 同

イ その他の林道

（改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

ウ その他の林道

（舗装）

同 同 ６０分

の２３

以内

６０分

の２３

以内
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３

森

林

居

住

環

境

整

備

事

業

� 山

のみ

ち地

域づ

くり

交付

金

ア 山

のみ

ちの

整備

� 林道整

備

同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 に

１００分

の ５

を 加

え た

率 以

内

� 森林作

業道等整

備

同 同 ３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

３ 分

の ２

に 調

整 率

を 乗

じ て

得 た

率 以

内

イ 地域創造型整備 施 設

の 整

備

同 ３ 分

の ２

以内

３ 分

の ２

以内

� �

以外

の林

道整

備

ア 森林基幹道開設 自 動

車道

同 １０分

の５．５

以内

１０分

の ７

以内

イ 林

道改

良・

舗装

� 幹線林

道

同 同 同 １０分

の５．５

以内

� その他

の林道（

改良）

同 同 １０分

の３．５

以内

１０分

の３．５

以内

� その他

の林道（

舗装）

同 同 ３ 分

の １

以内

３ 分

の １

以内

� 林

道関

連施

設の

整備

ア 林業施設用地整

備

整 地

及 び

附 帯

施設

同 １０分

の ５

以内

１０分

の ５

以内

イ 作業ポイント整

備

用 地

及 び

取 付

道路

同 同 同

６ 省略 ５ 省略
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別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林居住環

境整備事業、森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）、

森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）及び県単独林道整備

事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １及び３から

６までに掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から６までに掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号の竣功届出書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から６までに掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から６までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

�愛媛県告示第１２０号
愛媛県造林事業補助金交付規程（昭和６２年１１月愛媛県告示第１３８３号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行し、平成２３年度の補

助金から適用する。ただし、改正前の愛媛県造林事業補助金交付規程の規定により補助金の交付を受けた者については、なお従前の例によ

る。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

（補助の目的）

第１条 県は、森林が国土の保全、水源のかん養、自然環境の保

全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機

能を有することから、 森林整備を計

画的に推進することにより、森林の有する多面的な機能の維持及

び増進を図り、森林環境の保全に資するため、造林事業を行うも

のに対し、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７

号）に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、予算

の範囲内で、補助金を交付する。ただし、当該事業に対し、国又

は県から別に補助金その他の交付金が交付される場合は、この限

りでない。

（補助対象事業の種類）

別表第２（第２２条関係）

第１ 規程別表第１に定める森林環境保全整備事業、森林居住環

境整備事業、森林整備事業（農山漁村地域整備交付金関係）、

森林整備事業（地域自主戦略交付金関係）及び県単独林道整備

事業の場合の様式

様式第１号（その１）（規程第６条第１項第１号の申請書）

省略

注 １ 件名及びただし書の事業名は、別表第１ １及び３から

５までに掲げる事業名を記入すること。

２ 省略

様式第１号（その２）～（その５） 省略

様式第２号（規程第６条第１項第２号の着工届出書）

省略

注 １ 省略

２ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から５までに掲げ

る事業名を記入すること。

様式第３号（その１）（規程第６条第１項第３号の竣功届出書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １及び３から５までに掲げ

る事業名を記入すること。

２ 省略

様式第３号（その２）・（その３） 省略

様式第４号～様式第１２号 省略

様式第１３号（規程第１９条の仕入れに係る消費税等相当額報告書）

省略

注 １ 表題の事業名は、別表第１ １から５までに掲げる事

業名を記入すること。

２ 省略

（補助の目的）

第１条 県は、森林が国土の保全、水源のかん養、自然環境の保

全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面的機

能を有することから、その重視すべき機能に応じた森林整備を計

画的に推進することにより、森林の有する多面的な機能の維持及

び増進を図り、森林環境の保全に資するため、造林事業を行うも

のに対し、愛媛県補助金等交付規則（平成１８年愛媛県規則第１７

号）に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、予算

の範囲内で、補助金を交付する。ただし、当該事業に対し、国又

は県から別に補助金その他の交付金が交付される場合は、この限

りでない。

（補助対象事業の種類）

改 正 後 改 正 前

��������������

愛 媛 県 報平成２４年１月３１日 第２３３８号

５４



第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業

� 環境林整備事業

ア 広葉樹林化等整備

イ 被害森林整備

ウ 保全松林緊急保護整備

� 共生環境整備事業

ア 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

� 野生生物共生林整備

� 機能回復整備事業

ア 特定森林造成事業

� 特定林地改良

� 耕作放棄地等森林造成

� 造林未済地緊急造林

第２条 補助対象となる造林事業は、次のとおりとする。

� 育成林整備事業

ア 公的森林整備推進事業

イ 流域育成林整備事業

� 共生環境整備事業

ア 絆の森整備事業

� 機能回復整備事業

ア 保全松林緊急保護整備事業

イ 特定森林造成事業

ウ 被害地等森林整備事業

� 県単独造林事業

２ 育成林整備事業の事業の規模は、１施行地の面積が０．１ヘクタ

ール以上とする。ただし、育成単層林整備のうち整理伐、単層林

改良及び保育（天然更新型）並びに育成複層林整備以外のものに

あつては、１施行地の面積が０．１ヘクタール以上で、かつ、１事

業主体（第４条に規定する事業主体をいう。以下この項及び第４

項において同じ。）による施行地の面積の合計が４ヘクタール以

上（育成林整備事業で、生産森林組合が事業主体であるものにあ

つては３ヘクタール以上、森林施業計画の認定を受けた者、市町

と森林整備に関する協定を締結した森林所有者（森林法（昭和２６

年法律第２４９号）第２条第２項に規定する森林所有者をいう。以

下同じ。）又は森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）第１１条第

７号に掲げる特定非営利活動法人等（施業実施協定の認可（森林

法第１０条の１１の８第２項に規定する施業実施協定に係るものに限

る。）を受けた森林法第１０条の１１の８第２項に規定する特定非営

利活動法人等をいう。以下「森林法施行令第１１条第７号に掲げる

特定非営利活動法人等」という。）が事業主体であるものにあつ

ては０．５ヘクタール以上（森林の間伐等の実施の促進に関する特

別措置法（平成２０年法律第３２号）第４条第１項に規定する特定間

伐等促進計画（以下「特定間伐等促進計画」という。）に基づき

間伐等を実施する場合にあつては、０．１ヘクタール以上）、特定

間伐等促進計画に基づき間伐等を実施する者（５戸以上の森林所

有者から間伐等を受託し、又は１０ヘクタール以上の間伐等を受託

して実施する者に限る。以下「特定間伐等促進計画に基づき間伐

等を実施する者」という。）が事業主体であるものにあつては

０．１ヘクタール以上）とする。

３ 共生環境整備事業は、１施行地の面積が０．１ヘクタール以上

で、かつ、５ヘクタール以上のまとまりがある森林で行うものと

する。

４ 機能回復整備事業は、保全松林緊急保護整備事業及び特定森林

造成事業にあつては１施行地の面積が０．１ヘクタール以上、被害

地等森林整備事業にあつては１施行地の面積が０．１ヘクタール以

上で、かつ、１事業主体による施行地の面積の合計が０．５ヘクタ

ール以上（特定間伐等促進計画に基づき間伐等を実施する場合に
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（補助対象事業の内容等）

第３条 補助対象となる造林事業の内容等は、次の各号に掲げる事

業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 利用期を迎えつつある森林資源

を活用し及び持続的な森林経営を実現するため、森林法（昭和

２６年法律第２４９号）第１１条第４項の認定に係る森林施業計画

（以下「森林施業計画」という。）の作成者等が、施業の集約

化及び路網整備を通じて施業の低コスト化を図りつつ、計画的

な搬出、間伐等の森林施業及びこれと一体となつた森林作業道

（継続的に使用される作業道であつて、森林作業道作設指針の

制定について（平成２２年１１月１７日付け２２林整整第６５６号林野庁

長官通知）に基づいて知事が別に定める指針に適合するものを

いう。以下同じ。）の開設等を行うものとし、その区分、補助

基準及び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のと

おりとする。

� 環境林整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、別

表第２のとおりとする。

ア 広葉樹林化等整備 自助努力等によつては適切な整備が期

待できない森林において、事業主体（次条に規定する事業主

体をいう。以下この項において同じ。）が協定（市町にあつ

ては森林所有者（森林法第２条第２項に規定する森林所有者

をいう。以下同じ。）と、次条第２号イからエまでに掲げる

事業主体にあつては地方公共団体及び森林所有者との間で締

結する協定であつて、施業後おおむね１０年間は皆伐を行わな

い旨を定めるものに限る。以下この号において同じ。）に基

づいて行う広葉樹林化又は針広混交林化に向けた森林施業

イ 被害森林整備 気象災害等による被害森林であつて、自助

努力等によつては適切な整備が期待できないものにおいて、

協定に基づいて行う人工造林等の森林施業

ウ 保全松林緊急保護整備 森林病害虫等防除法（昭和２５年法

律第５３号）第２条第１項第１号に規定する松くい虫が運ぶ線

虫類により被害が発生している松林において、松くい虫被害

対策事業実施要領（平成９年４月１日付け９林野造第８２号林

野庁長官通知）に基づき公益的機能の高い健全な松林の整備

又は樹種転換（同条第７項に規定する樹種転換をいう。）を

行う森林施業

� 共生環境整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第３のとおりとする。

ア 絆の森整備事業 身近な森林に対する市民の関心の高まり

及び森林に関する市民活動の広がりに対応するために行う次

に掲げる事業とする。

� 市民参加型森林整備 市民の参加による森林整備とし、

その区分等は、次のとおりとする。

ａ 行政支援タイプ 森林所有者、市民グループ及び市町

が締結する市民の森林利用に関する協定に基づき、市民

グループが林業体験活動等を行う場所において、市町等

が実施する森林整備

ｂ 市民主導タイプ 特定非営利活動法人等（森林法第１０

条の１１の８第２項の規定による施業実施協定の認可を受

あつては、０．１ヘクタール以上）の森林で行うものとする。

５ 前項の規定にかかわらず、米生産調整による水田跡地の人工造

林、県単くぬぎ造林及び県単学校造林については、１施行地の面

積が０．０５ヘクタール以上とする。

（補助対象事業の内容等）

第３条 育成林整備事業は、育成林の整備を推進することを目的と

して行う事業で、公的森林整備推進事業にあつては森林法施行規

則（昭和２６年農林省令第５４号）第９条の２第１号ロに規定する水

源かん養機能等維持増進森林の整備を行い、森林所有者等による

整備が進み難い森林等について、分収方式による森林施業、同方

式解除後の森林施業又は市町のあつせんに基づく受託による森林

施業を市町村森林整備事業計画（市町長が地域における森林の状

況、地域住民の森林に対する要請、事業実施体制等を把握した上

で、森林法第１０条の５の規定に基づき策定された市町村森林整備

計画の達成に資するものとして作成したものをいう。以下「事業

計画」という。）に基づき実施するものと、流域育成林整備事業

にあつては流域における育成林の整備の推進を図るための森林施

業を事業計画に基づき実施するものとし、その区分、補助基準及

び補助率（以下「区分等」という。）は、別表第１のとおりとす

る。

２ 共生環境整備事業の絆の森整備事業は、身近な森林に対する市

民の関心の高まり及び森林を分野とした市民活動の広がりに対応

するため、市民の参加による森林整備又は野生動物との共存のた

めの森林整備を事業計画に基づき実施するものとし、その区分等

は、別表第２のとおりとする。

３ 機能回復整備事業は、森林の基礎的な機能の回復を目的として

行う事業で、保全松林緊急保護整備事業にあつては森林病害虫等

防除法（昭和２５年法律第５３号）第２条第１項第１号に規定する松

くい虫が運ぶ線虫類により被害が発生している松林において、公

益的機能の高い健全な松林の整備又は樹種転換（同条第７項に規

定する樹種転換をいう。）を行うものと、特定森林造成事業にあ

つては森林の生産力の回復、増進等の観点から、林木の成長が不

良な土地及び耕作放棄地等を対象として、土壌条件の改良、植栽

等を事業計画に基づき実施するものと、被害地等森林整備事業に

あつては森林災害の復旧等諸々の条件に応じた森林資源の造成又

は整備を行うものとし、その区分等は、別表第３のとおりとす

る。

４ 県単独事業は、県が独自に行う補助事業の対象となる造林事業

とし、その区分等は別表第４のとおりとする。

５ 別表第１から別表第４までに規定する事業で補助対象とするも

のは、苗木を植栽する事業にあつては、別に定めるところによる

苗木を使用し、かつ、別表第５に掲げる樹種及び本数の苗木を植

栽するものに限る。ただし、知事が特に必要と認めるときは、こ

の限りでない。
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けた特定非営利活動法人等をいう。以下同じ。）が森林

所有者から受託して森林施業計画を作成し、又は特定非

営利活動法人等が森林所有者等（同法第１０条の７に規定

する森林所有者等をいう。以下同じ。）と同項に規定す

る施業実施協定を締結した上で自ら実施する森林の管理

及び整備

ｃ 市民開放タイプ 森林施業計画の地域住民への開示又

は市町若しくは特定非営利活動法人等との協定に基づき

所有森林を市民へ開放する森林所有者等が実施する森林

整備

� 野生生物共生林整備 野生生物との共存のための森林整

備

� 機能回復整備事業 次に掲げるとおりとし、その区分等は、

別表第４のとおりとする。

ア 特定森林造成事業 森林の生産力の回復、増進等の観点か

ら、林木の成長が不良な土地及び耕作放棄地等を対象として

行う次に掲げる事業とする。

� 特定林地改良 森林の生産力の回復又は水田跡地その他

の耕作放棄地等の林地化の促進を目的として行う土壌条件

の改良及び土壌改良木を含む苗木の植栽等

� 耕作放棄地等森林造成 耕作放棄地等の現に森林状態で

ない箇所を対象に、緊急かつ計画的に行う森林造成

� 造林未済地緊急造林 森林法第５条第２項第４号の３に

規定する公益的機能別施業森林区域内の伐採後３年以上造

林が行われていない林地を対象に１５年以上皆伐をしないこ

とについて協定を締結した上で行う郷土樹種の植栽、天然

更新の補助作業等

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 森林環境保全直接支援事業にあつては、次に掲げるもの（間

伐及び更新伐にあつては、キ又はクに掲げる者であつて、森林

施業計画及び特定間伐等促進計画（森林の間伐等の実施の促進

に関する特別措置法（平成２０年法律第３２号）第４条第１項に規

定する特定間伐等促進計画をいう。以下同じ。）に基づき、多

様な森林整備推進のための集約化の促進について（平成１９年３

月３０日付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通知）に定める集約化

実施計画（以下「集約化実施計画」という。）の対象森林又は

民有林と協調した森林整備等を推進するために森林管理署等が

地方公共団体等との間で締結する協定について（平成１５年４月

２２日付け１４林国経第３５号林野庁長官通知）に基づき締結された

森林施業の一体化を図る団地（以下「森林共同施業団地」とい

う。）の設定に係る協定の対象となつている民有林（以下「森

林共同施業団地対象民有林」という。）において当該間伐及び

更新伐を実施するものに限る。）

ア 市町

イ 森林所有者

ウ 森林組合等（森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会

をいう。以下同じ。）

エ 森林整備法人等（森林整備法人及び一般社団法人又は一般

財団法人（造林を行うことを主たる目的としている法人であ

つて、地方公共団体がその社員であるもの又は地方公共団体

がその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているものに限

（事業主体）

第４条 事業主体（造林事業を自ら又は委託を受けて実施するもの

をいう。以下同じ。）は、次に掲げるものとする。

� 公的森林整備推進事業にあつては、次に掲げるもの

ア 市町

イ 森林整備法人

ウ 林業公社又は造林公社

エ 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関す

る法律（平成１１年法律第１１７号）第２条第５項に規定する選

定事業者（市町有林で行うものに限る。）
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る。）をいう。以下同じ。）

オ 特定非営利活動法人等

カ 森林所有者の団体（森林法施行令第１１条第８号に規定する

団体をいう。以下同じ。）

キ 森林施業計画の認定を受けた者

ク 特定間伐等促進計画において特定間伐等の実施主体に位置

付けられた者

� 環境林整備事業の広葉樹林化等整備及び被害森林整備にあつ

ては、次に掲げる者（その所有する森林で施業を行う者を除

き、市町にあつては森林所有者と、市町以外の事業主体にあつ

ては地方公共団体及び森林所有者と協定を締結した者に限

る。）

ア 市町

イ 森林組合等

ウ 森林整備法人等

エ 特定非営利活動法人等

� 環境林整備事業の保全松林緊急保護整備にあつては、次に掲

げるもの

ア 市町

イ 森林所有者

ウ 森林組合等

エ 森林整備法人等

オ 森林所有者の団体

� 絆の森整備事業の市民参加型森林整備にあつては、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定める者

ア 省略

イ 市民主導タイプ 森林施業計画の認定を受けた者（森林所

有者及び森林組合その他の林業事業体を除く。）及び

特定非営利活動法人等

ウ 省略

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げる者 に限

る。

ア・イ 省略

ウ 森林組合等

エ 省略

オ 特定非営利活動法人等

カ 省略

キ 省略

� 特定森林造成事業の特定林地改

良 にあつては、次に掲げるもの

ア 市町

イ 省略

� 流域育成林整備事業にあつては、次に掲げるもの

ア 地方公共団体

イ 森林組合

ウ 生産森林組合

エ 森林整備法人

オ 一般社団法人又は一般財団法人（造林を行うことを主たる

目的としている法人であつて、地方公共団体がその社員であ

るか又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているも

のに限る。）

カ 森林法施行令第１１条第７号に掲げる特定非営利活動法人等

キ 森林法施行令第１１条第８号に規定する団体（以下「森林所

有者の団体」という。）

ク 森林施業計画の認定を受けた者

ケ 市町と森林整備に関する協定を締結した森林所有者

コ 特定間伐等促進計画に基づき間伐等を実施する者

� 絆の森整備事業の市民参加型森林整備にあつては、次に掲げ

る区分に応じ、それぞれ次に定めるもの

ア 省略

イ 市民主導タイプ 森林施業計画の認定を受けた者（森林所

有者及び森林組合その他の林業事業体を除く。）及び森林法

施行令第１１条第７号に掲げる特定非営利活動法人等

ウ 省略

� 絆の森整備事業の野生生物共生林整備にあつては、次に掲げ

るもの。ただし、用地等取得にあつては、アに掲げるものに限

る。

ア・イ 省略

ウ 森林組合

エ 生産森林組合

オ 森林組合連合会

カ 省略

キ 森林法施行令第１１条第７号に掲げる特定非営利活動法人等

ク 省略

ケ 省略

� 保全松林緊急保護整備事業、特定森林造成事業の特定林地改

良及び被害地等森林整備事業にあつては、次に掲げるもの

ア 市町（被害地等森林整備事業にあつては、森林法第１０条の

１３第２項に規定する森林整備協定に基づく造林事業（以下

「森林整備協定造林」という。）として行う場合に限る。）

イ 省略
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ウ 森林組合等

エ 省略

オ 省略

� 省略

（補助対象事業の規模）

第５条 補助対象となる造林事業の規模は、次の各号に掲げる事業

の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

� 森林環境保全直接支援事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール

以上（間伐及び更新伐にあつては次条の規定による補助金の交

付申請ごとに、１集約化実施計画当たりの施行地の面積の合計

が５ヘクタール以上（森林共同施業団地対象民有林で実施する

場合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施行地の面積が

２．５ヘクタール以上で、かつ、当該交付申請に係る間伐又は更新

伐の施行地の面積とこれらと一体的に実施したと認められる国

有林の間伐又は更新伐の施行地の面積の合計が５ヘクタール以

上）で、かつ、伐採木の搬出材積の合計を当該１集約化実施計

画当たりの施行地の面積の合計で除して得た値が１ヘクタール

当たり１０立方メートル以上、水田跡地の人工造林にあつては１

施行地の面積が０．０５ヘクタール以上）であるもの

� 環境林整備事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上（水

田跡地の人工造林にあつては、１施行地の面積が０．０５ヘクター

ル以上）であるもの

� 絆の森整備事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上であ

り、かつ、５ヘクタール以上のまとまりがある森林で行うもの

� 特定森林造成事業 １施行地の面積が０．１ヘクタール以上で

あるもの

（補助金の交付申請）

第６条 補助金の交付を受けようとする事業主体

は、事業

完了後造林事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 位置図（施行地の位置を示した縮尺５万分の１の地形図又は

これに準ずる ものに限る。）

� 省略

ウ 森林組合

エ 生産森林組合

オ 森林組合連合会

カ 省略

キ 省略

� 省略

� 県単独事業にあつては、次に掲げるもの

ア 地方公共団体（森林整備協定造林として行う場合に限

る。）

イ 森林所有者

ウ 森林組合

エ 生産森林組合

オ 森林組合連合会

カ 森林整備法人

キ 森林所有者の団体

（補助金の交付申請）

第５条 補助金の交付を受けようとする事業主体又は事業主体に造

林事業を委託したもの（以下「事業主体等」という。）は、事業

完了後造林事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書

類を添えて知事に提出しなければならない。

� 省略

� 施行地位置図（ 縮尺５万分の１の地形図で、

施行地の位置を明示したものに限る。）

� 省略

� 森林所有者が委託し、又は請け負わせて行つた造林事業にあ

つては、委託等の契約書の写し

� 分収林契約を締結している場合にあつては、その契約書の写

し

� 事業主体が任意団体である場合の造林事業にあつては、任意

団体の規約の写し

� 事業主体が森林施業計画の認定を受けた者である場合の造林
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� 省略

２ 事業主体

は、補助金の交付申請及び受領に関する手続事務を森林組

合長に、補助金の交付申請に関する手続事務を市町長に委任する

ことができる。

３ 事業主体 （前項の規定により補助金の交付申請又は受領に関

する手続事務の委任を受けた森林組合長又は市町長を含む。）

は、第１項の申請書を提出するに当たつて、申請に係る事業の各

施行地の森林所有者について当該施行地に係る補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうちに仕入れに係る

消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に

事業にあつては、その森林施業計画認定書の写し

� 事業主体が市町と森林整備に関する協定を締結した森林所有

者である場合の造林事業にあつては、その協定書の写し

� 育成単層林作業道（育成単層林を造成し、又は整備するた

め、長期間継続して使用される作業道をいう。以下同じ。）、

育成複層林作業道（育成複層林を造成し、又は整備するため、

長期間継続して使用される作業道をいう。以下同じ。）、機能

増進保育作業道（長伐期施業を行う林分を造成し、又は整備す

るため、長期間継続して使用される作業道をいう。以下同

じ。）、団地間伐作業道（団地間伐において長期間継続して使

用される作業道をいう。以下同じ。）、長期育成循環作業道

（長期育成循環整備の実施のため、長期間継続して使用される

作業道をいう。以下同じ。）、絆の森作業道（絆の森整備事業

において長期間継続して使用される作業道をいう。以下同

じ。）、衛生伐作業道（松林を健全に育成し、又は保全するた

め、長期間継続して使用される作業道をいう。以下同じ。）及

び特定林地改良作業道（特定林地改良を実施するため、長期間

継続して使用される作業道をいう。以下同じ。）（以下「育成

単層林作業道等」という。）並びに作業道（主に四輪自動車等

が通行可能な簡易な施設をいう。）及び作業路（主に高性能林

業機械等の林業用機械が通行可能な簡易な施設をいう。）（以

下「作業道等」という。）の開設にあつては、造林作業道等出

来高設計書（様式第５号）及び完成写真

� 特定林地改良事業にあつては、完成写真

� 施肥を伴う造林事業にあつては、肥料購入数量を証する書類

� 農地転用に係る造林事業にあつては、農地転用許可書の写し

又は現況を証する書類

� その実施について、議決又は同意を必要とする造林事業にあ

つては、議決又は同意を得たことを証する書類

� 事業主体が森林所有者である場合であつて、公的森林整備推

進事業、流域育成林整備事業、保全松林緊急保護整備事業、特

定森林造成事業及び被害地等森林整備事業における除間伐を地

域の標準的な施業における林分の密度をおおむね５割上回る森

林又は立木の収量比数がおおむね１００分の９５以上の森林におい

て林分の齢級にかかわらず実施した場合にあつては、当該除間

伐後おおむね１０年間は皆伐を行わないことを約する書類

	 省略

２ 事業主体等が、県単独造林事業の補助金の交付申請をしようと

する場合において、前項第１号及び第４号から第１５号までに掲げ

る書類のうち、既に被害地等森林整備事業の補助金の交付申請の

ときに添付しているものがあるときは、当該書類については、同

項の規定にかかわらず、これを添付する必要がない。

３ 造林事業を自ら実施するもの及び事業主体に造林事業を委託し

たものは、補助金の交付申請及び受領に関する手続事務を森林組

合長に、補助金の交付申請に関する手続事務を市町長に委任する

ことができる。

４ 事業主体等（前項の規定により

委任を受けた森林組合長又は市町長を含む。）

は、第１項の申請書を提出するに当たつて、申請に係る事業の各

施行地の森林所有者について当該施行地に係る補助対象経費に含

まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうちに仕入れに係る

消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に
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地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率

を乗じて得た金額との合計額をいう。）がある場合には、申請書

にその旨を記載して申請しなければならない。

第７条 省略

（補助金の請求）

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、補助

金を請求しようとするときは、造林事業補助金請求書（様式第５

号）を知事に提出しなければならない。

（補助金の交付条件）

第９条 補助金の交付を受けたもの（第６条第２項の規定により補

助金の交付申請又は受領に関する手続事務の委任を受けた森林組

合長又は市町長を含む。第３項において同じ。）は、補助金の交

付を受けた事業（以下「造林補助事業」という。）の収支を明ら

かにした書類を整備し、当該補助金を受けた年度経過後５年間保

存しなければならない。

２ 補助金の交付を受けたものは、造林補助事業の施行地が、苗木

の植栽に係るものにあつては保険期間１０年以上、立木の伐採

に係

るものにあつては保険期間３年以上の森林保険に加入するととも

に、当該施行地の保育管理

に努めなければならない。

３ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、あらかじめ知事に造林補助事業施行地の転用等届出書

（様式第６号）によりその旨を届け出なければならない。

� 造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内（第

２条第２号ア及びイに掲げる施業にあつては、当該施業後おお

むね１０年を経過するまでの間）に当該造林補助事業の施行地の

森林以外の用途への転用（造林補助事業の施行地を譲渡し、又

は賃借権、地上権等の設定をさせた後における当該造林補助事

業の施行地の森林以外の用途への転用を含む。次号において同

じ。）をしようとするとき、造林補助事業 の施行地上の立木

竹の全面伐採除去をしようとするとき（第２条第１号及び第２

号に掲げる事業にあつては、森林作業道の維持管理のために必

要な行為をしようとするときを除く。）その他補助目的を達成

することが困難となる行為をしようとするとき。

� 第２条第３号及び第４号に掲げる事業にあつては、次のいず

れかに該当するとき。

ア 森林作業道に係る事業計画又は造林の計画の期間内に当該

造林補助事業で開設し、又は改良した森林作業道の全部又は

一部の転用又は用途変更その他補助目的を達成することが困

難となる行為をしようとするとき。

イ 造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して８年以内に

当該造林補助事業で設置した駐車場の全部又は一部の転用そ

の他補助目的を達成することが困難となる行為をしようとす

るとき。

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

� 前項各号のいずれかに該当するとき 当該転用、伐採除去等

に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率

を乗じて得た金額との合計額をいう。）がある場合には、申請書

にその旨を記載して申請しなければならない。

第６条 省略

（補助金の請求）

第７条 前条の規定により補助金の交付決定を受けたものは、補助

金を請求しようとするときは、造林事業補助金請求書（様式第６

号）を知事に提出しなければならない。

（補助金の交付条件）

第８条 補助金の交付を受けたもの（第５条第３項の規定により

委任を受けた森林組

合長又は市町長を含む。第３項において同じ。）は、補助金の交

付を受けた事業（以下「造林補助事業」という。）の収支を明ら

かにした書類を整備し、当該補助金を受けた年度経過後５年間保

存しなければならない。

２ 補助金の交付を受けたものは、造林補助事業の施行地が、苗木

の植栽に係るものにあつては保険期間１０年以上、除間伐（作業道
ぎ

等の開設事業を除き、機能増進保育の抜き伐り等を含む。）に係

るものにあつては保険期間３年以上の森林保険に加入するととも

に、その 保育管理（育成複層林整備にあつては、育成複

層林としての維持管理）に努めなければならない。

３ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、あらかじめ知事に造林補助事業施行地の転用等届出書

（様式第７号）によりその旨を届け出なければならない。

� 造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内

に当該造林補助事業の施行地の

森林以外の用途への転用（造林補助事業の施行地を譲渡し、又

は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該 造林補助事

業の施行地の森林以外の用途への転用を含む。次号において同

じ。）をしようとするとき又は造林補助事業の施行地上の立木

竹の全面伐採除去をしようとするとき

。

� 作業道等に係る事業計画又は造林の計画期間内に当該造林補

助事業で開設し、又は改良した育成単層林作業道等の全部又は

一部の転用又は補助目的を達成することが困難となる行為をし

ようとするとき。

� 造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して８年以内に当

該造林補助事業で設置した駐車場の全部又は一部の転用又は補

助目的を達成することが困難となる行為をしようとするとき。

４ 補助金の交付を受けたものは、次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該各号に定める補助金相当額を返還しなければならな

い。

� 前項各号のいずれかに該当するとき 当該転用又は伐採除去

に係る森林等につき交付を受けた補助金相当額
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� 第４条第１号キに掲げる者が森林施業計画に基づいて第２条

第１号に掲げる事業を行う場合において、当該森林施業計画の

認定が取り消されたとき 交付を受けた補助金相当額（知事が

特に必要と認める場合にあつては、知事が指定する金額）

� 更新伐を行つた林地について、原則として当該更新伐を行つ

た年度の翌年度から起算して２年を経過しても更新が確実に図

られていないと知事が認める場合において、速やかに植栽を行

わないとき（植栽以外の方法により確実に更新が図られると知

事が認めたときを除く。） 交付を受けた当該更新伐に係る補

助金相当額

� 前号に掲げる場合のほか、造林補助事業と一体的に実施すべ

き事業がある場合であつて、当該一体的に実施すべき事業を実

施すべき期間を経過しても当該一体的に実施すべき事業を実施

しないとき 当該交付を受けた補助金相当額

� 長期育成循環施業の実施について（平成１３年３月３０日付け１２

林整整第７１８号林野庁長官通知。以下「長期育成循環施業通

知」という。）の規定により第２条第１号及び第２号に掲げる

事業のうち更新伐を行う場合において、次のいずれかに該当す

るとき 交付を受けた当該更新伐に係る補助金相当額

ア 更新伐（個別林分型）において、立木の材積が長期育成循

環施業通知に基づき締結された協定又は森林環境保全整備事

業計画（森林環境保全整備事業実施要領（平成１４年３月２９日

付け１３林整整第８８５号林野庁長官通知）に基づく事業計画を

いう。）に定める維持すべき立木の材積を下回ることとなる

伐採を行つたとき。

イ 更新伐（モザイク林誘導型）において、施業実施年度から

起算して５年以内に伐区の隣接区域において長期育成循環施

業の一環として更新伐を実施したとき。

� 第２条第３号及び第４号に掲げる事業のうち森林作業道の開

設又は改良に係る造林補助事業について、第５条第３号及び第

４号に規定する補助対象となる必要規模以上の事業を実施しな

いとき（天災等不可抗力によるものとして知事が認めたときを

除く。） 交付を受けた当該森林作業道の開設又は改良に係る

補助金相当額（森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき

必要な施業を行う場合において、施業の実施時期にかかわらず

一括して開設した森林作業道に係る造林について補助対象とな

る必要規模以上の事業を実施しないものに係る当該森林作業道

の路線区間があるとき（天災等不可抗力によるものとして知事

が認めたときを除く。）にあつては、交付を受けた補助金のう

ち当該路線区間の補助金相当額）

� 事業計画に基づいて行う事業の場合において、当該事業計画

の承認の取消しの通知を受けたとき 当該取消しに係る事業に

つき被害地等森林整備事業として査定した補助金額との差額

� 育成単層林作業道等の開設又は改良に係る造林補助事業につ

いて、補助対象となる必要規模以上の事業を実施しないとき

（天災等不可抗力によるものとして知事が認めたときを除

く。） 当該育成単層林作業道等につき交付を受けた補助金相

当額（森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施

業を行う場合において、施業の実施時期にかかわらず一括して

整備された作業道等の開設に係る造林について補助対象となる

事業規模以上実施しない路線区間があるとき（天災等不可抗力

によるものとして知事が認めたときを除く。）にあつては、交

付を受けた補助金のうち当該路線区間の補助金相当額）

� 流域育成林整備事業における事業主体が人工造林の伐採前特

殊地ごしらえを行つた場合において、当該林地につき、その翌

年度から起算して２年以内に苗木の植栽を行わないとき 当該

交付を受けた伐採前特殊地ごしらえに係る補助金相当額

� 公的森林整備推進事業、流域育成林整備事業、保全松林緊急

保護整備事業、特定森林造成事業及び被害地等森林整備事業に

おける事業主体が整理伐を行つた場合で、当該林地につき、原

則として、その翌年度から起算して２年以内に地表かき起こ
ほう

し、不用萌芽の除去、植え込み等の改良を行わないとき（確実

に更新が図られると知事が認めたときを除く。） 当該交付を

受けた整理伐に係る補助金相当額

� 公的森林整備推進事業及び流域育成林整備事業における誘導

伐を行つた場合で、当該林地につき、長期育成循環施業の実施

について（平成１３年３月３０日付け１２林整整第７１８号林野庁長官

通知）に基づき締結された長期育成循環施業協定（重点実施地

域において森林所有者が市町に同意書を提出している場合にあ

つては、事業計画）の内容に違反して、次のいずれかに該当す

るとき 当該交付を受けた誘導伐に係る補助金相当額

ア 予定した樹下植栽又は長期育成循環改良を行わないとき

（確実に更新が図られると知事が認めたときを除く。）。

イ 誘導伐（個別林分型）において、立木の材積が長期育成循

環施業協定又は事業計画に定める維持すべき立木の材積を下

回ることとなる伐採を行つたとき。

ウ 誘導伐（モザイク林誘導型）において、施業実施年度から

起算して５年以内に伐区の隣接区域において誘導伐を実施し

たとき。

� 多様な森林整備推進のための集約化の促進について（平成１９

年３月３０日付け１８林整整第１２５０号林野庁長官通知）に基づき市

町、県又は地域協議会（森林整備加速化・林業再生事業費補助

金実施要綱（平成２１年５月２９日付け２１林整計第８３号農林水産事

務次官依命通知）に基づく地域協議会をいう。以下同じ。）が

設定した施業の集約化の必要な森林の区域内において、市町、
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５ 補助金の交付を受けたものは、補植、保育等成林に必要な保育

管理その他知事が必要と認める事項を遵守しなければならない。

６ 補助金の交付を受けたものは、第２条第３号に掲げる事業にお

いて用地等を取得した場合は、当該用地等を取得した年度の翌年

度から起算して１０年間、知事の承認を受けないで補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。

第１０条 省略

様式第２号（第６条、様式第１号、様式第６号関係） 施業図

省略

１ 省略

２ 森 林 所 有 者

３～５ 省略

様式第３号（第６条、様式第１号、様式第６号関係）

様式第４号（第６条、様式第１号、様式第６号関係）

別表第１から別表第４までを次のように改める。

別表第１（第３条関係）

森林環境保全直接支援事業

県又は地域協議会の承認を受けた集約化実施計画に基づき搬出

を伴う間伐等を受託により実施する場合であつて、査定係数１０

の加算適用を受けることとして実施した施業が市町、県又は地

域協議会が定める集約化推進計画の目標に達していないとき又

は承認が取り消されたとき 査定係数を１０減算し査定した補助

金額との差額

５ 補植、保育等成林に必要な保育

管理その他知事が必要と認める事項を遵守しなければならない。

６ 絆の森整備事業において取得した用地等については、取得後、

翌年

度から起算して１０年間、知事の承認を受けないで補助金の交付の

目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供

してはならない。

第９条 省略

様式第２号（第５条、様式第１号、様式第７号関係） 施業図

省略

１ 省略

２ 受託造林にあつては

委 託 者

３～５ 省略

様式第３号（第５条、様式第１号、様式第７号関係）

様式第４号（第５条、様式第１号、様式第７号関係）

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 優良な育成単層林の人工林の造成を目的として行う地ごしらえ、
は

植栽（大苗の植栽を含む。）、播種、施肥並びに低質林等におけ

る前生樹の伐倒及び除去に要する経費

知事が別に定める基準に基づいて

査定した経費（以下「査定経費」

という。）の１０分の４（森林所有

者等による整備が進み難い森林等

における分収方式による森林施

業、同方式解除後の森林施業又は

市町のあつせんによる森林施業及

びこれらに必要な路網の整備にあ

つては、１０分の５）

２ 樹下植栽等 � 優良な育成複層林の造成を目的として上層木がⅢ齢級以上の

林分（長期育成循環施業通知に定める長期育成循環施業の対象

森林の要件を満たす森林（以下「長期育成循環施業の対象森

林」という。）にあつては、上層木がⅩ齢級以上の人工林に限
は

る。）において行う地ごしらえ、樹下への苗木の植栽又は播
とう は

種、施肥、不良木の淘汰、植栽又は播種に伴つて行う地表かき
ほう

起こし及び不用萌芽の除去に要する経費

同上

� 天然更新による森林の育成を目的として行う地ごしらえ、天

然稚幼樹の発生及び育成を促す地表かき起こし、稚幼樹が少な

い場合の植栽（植栽後の確実な成林を図るため必要があるとき
は ほう

は、大苗の植栽）又は播種、施肥、不用萌芽又は不用木の除
とう

去、不良木の淘汰、巻枯らし並びに林木の枝葉の除去に要する

経費

同上
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３ 下刈り 植栽により更新したⅡ齢級以下の林分（複層林にあつては、下層

木がⅤ齢級以下のものに限る。）又はその他の方法により更新し

たⅧ齢級以下の林分（複層林にあつては、下層木がⅧ齢級以下の

ものに限る。）において行う雑草木の除去及びこれに併せて行う

施肥に要する経費

同上

４ 雪起こし 植栽により更新したⅤ齢級以下の林分又はその他の方法により更

新したⅧ齢級以下の林分において行う雪圧倒伏木の倒木起こし

（５の倒木起こしに該当するものを除く。）に要する経費

同上

５ 倒木起こし 植栽により更新したⅤ齢級以下の林分において行う火災、気象災

害、病害虫等による倒伏木の倒木起こしに要する経費

同上

６ 枝打ち � Ⅵ齢級以下の林分において行う林木の枝葉の除去に要する経

費

同上

� ⅩⅡ齢級以下の林分において間伐と一体的に行う林木の枝葉

の除去に要する経費

同上

� ⅩⅧ齢級以下の林分において更新伐と一体的に行う林木の枝

葉の除去に要する経費

同上

７ 除伐 下刈りが終了したⅤ齢級以下（天然林にあつては、ⅩⅡ齢級以

下）の林分において行う不用木（侵入竹を含む。）の除去及び不
とう

良木の淘汰に要する経費

同上

８ 間伐 適正な密度管理を目的としてⅩⅡ齢級以下の林分又は地域の標準

的な施業における本数密度をおおむね５割上回る森林若しくは立

木の収量比数がおおむね１００分の９５以上の森林において行う不用
とう

木（侵入竹を含む。）の除去及び不良木の淘汰並びにこれらの搬

出集積に要する経費

同上

９ 更新伐 人工林における育成複層林の造成及び育成（長期育成循環施業の

対象森林における適正な密度管理を含む。）若しくは広葉樹林化

の促進又は天然林の質的かつ構造的な改善のための適正な更新を

目的としてⅩⅧ齢級以下（長期育成循環施業の一環として実施す

る場合にあつては、Ⅹ齢級以上）の林分において行う不用木（侵
とう

入竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及び支障木、あばれ木等の

伐倒並びにこれらの搬出集積及び巻枯らしに要する経費

同上

１０ 附

帯施

設等

整備

� 鳥獣害防止施

設等整備

健全な森林の造成又は保全を目的として行う野生鳥獣による森林

被害の防止及び野生鳥獣の移動の制御等を図るための鳥獣害防止

施設等の整備に要する経費

同上

� 林内作業場及

び林内かん水施

設整備

森林の造成又は整備に附帯する苗木仮植場、資機材置場、間伐材

搬出集積等の林内作業場及び林内かん水施設の整備に要する経費

同上

� 林床保全整備 造林地の保全を目的として行う下層植生の誘導により土壌の適性
は

の維持を図るための枝葉の除去、客土、整地、耕うん、植栽、播

種、施肥及び雑草木の除去並びに間伐材等の活用による小規模で

簡易な排水工、編柵工、土留工等の実施に要する経費

同上

� 荒廃竹林整備 周辺の森林を被圧しつつある荒廃竹林の整備に要する経費 同上

１１ 森林作業道整備 森林作業道の開設及び改良に要する経費 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 附帯施設等整備は、１から９までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１から９までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

４ 森林作業道整備は、１から９までのいずれかの施業と一体的に実施するものであつて、かつ、森林環境保全整備事業実施要領第２の４�
に規定する事前計画に記載された既設の林内路網の状況からみて、当該事前計画に記載された林内路網の整備の目標を達成するために整備

することが相当であると知事が認めるものに限る。
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別表第２（第３条関係）

環境林整備事業

１ 広葉樹林化等整備

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実施することとされている施業に２年（当該森林作業道の開設と一体的に実施すること

とされている施業が森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づくものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先行して実施するこ

とができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費の１０分の４（森林所有

者等による整備が進み難い森林

等における分収方式による森林

施業、同方式解除後の森林施業

又は市町のあつせんによる森林

施業及びこれらに必要な路網の

整備にあつては、１０分の５）

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 枝打ち � 別表第１ ６�に同じ。 同上

� 別表第１ ６�に同じ。 同上

７ 除伐 下刈りが終了したⅤ齢級以下の林分において行う不用木（侵入竹
とう

を含む。）の除去及び不良木の淘汰に要する経費

同上

８ 更新伐 人工林における育成複層林の造成及び育成若しくは広葉樹林化の

促進又は天然林の質的かつ構造的な改善のための適正な更新を目

的としてⅩⅧ齢級以下（長期育成循環施業の一環として実施する

場合にあつては、Ⅹ齢級以上）の林分において行う不用木（侵入
とう

竹を含む。）の除去、不良木の淘汰及び支障木、あばれ木等の伐

倒並びにこれらの巻枯らしに要する経費

同上

９ 附

帯施

設等

整備

� 鳥獣害防止施

設等整備

別表第１ １０�に同じ。 同上

� 林内作業場及

び林内かん水施

設整備

別表第１ １０�に同じ。 同上

� 林床保全整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

１０ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 附帯施設等整備は、１から８までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１から８までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

４ 森林作業道整備は、１から８までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実施することとされている施業に２年（当該森林作業道の開設と一体的に実施すること

とされている施業が森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づくものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先行して実施するこ

とができる。
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２ 被害森林整備

３ 保全松林緊急保護整備

� 保全松林健全化整備

� 松林保護樹林帯造成

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費の１０分の４（森林所有

者等による整備が進み難い森林

等における分収方式による森林

施業、同方式解除後の森林施業

又は市町のあつせんによる森林

施業及びこれらに必要な路網の

整備にあつては、１０分の５）

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 枝打ち 別表第１ ６�に同じ。 同上

７ 除伐 １の表 ７に同じ。 同上

８ 更新伐 １の表 ８に同じ。 同上

９ 附帯

施設等

整備

� 鳥獣害防止施

設等整備

別表第１ １０�に同じ。 同上

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

１０ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 附帯施設等整備は、１から８までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１から８までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

４ 森林作業道整備は、１から８までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実施することとされている施業に２年（当該森林作業道の開設と一体的に実施すること

とされている施業が森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づくものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先行して実施するこ

とができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 衛生伐 松くい虫の繁殖源を除去し、松林の健全な育成又は保全を図るこ

とを目的として行う不用木（被害木及び侵入竹を含む。）及び不

良木の伐倒、搬出集積、破砕、焼却及び薬剤処理に要する経費

査定経費の１０分の７

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費の１０分の７

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 除伐 １の表 ７に同じ。 同上

７ 更新伐 １の表 ８に同じ。 同上
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別表第３（第３条関係）

共生環境整備事業

１ 絆の森整備事業

� 市民参加型森林整備

� 野生生物共生林整備

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 全体計画調査 全体計画の策定に必要な調査に要する経費 査定経費の１０分の７

２ 共生環境整備 市民参加による森林の造成を推進することを目的として行う下草

刈り、希少植物の保全、廃棄物の除去等の林床整備、広葉樹等の
は

郷土樹種の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草木又は不用木の

除去、枝葉の除去、不良木の伐倒、伐倒木の搬出集積、野生生物

の生息に適した場所（ビオトープ）に係る水辺環境整備並びに森

林作業道の開設及び改良に要する経費

同上

３ 附帯施設整備 標識類の整備、苗木置場その他の林内作業場の整備、駐車場の整

備、防火施設整備として行う前生樹の伐倒、伐倒木の搬出集積、
は

枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、
とう

倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備、防火

槽、用水路又は退避地の整備並びに機能保持上必要な施設、給排

水施設、防護柵及び簡易な休憩施設の整備に要する経費

同上

４ 林内歩道等整備 共生環境整備、管理及び利用者の利便性の確保を目的として行う

林内歩道並びに長期間継続して使用される森林作業道の開設及び

改良に要する経費

同上

５ 用地等取得 有効かつ計画的な土地の利用促進を図るために行う土地及び立木

竹の取得に要する経費

査定経費の１０分の４

備考

１ 市民主導タイプ及び市民開放タイプの事業の範囲は、２から４までのいずれかに限る。

２ 森林作業道の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず

一括して実施することができる。

８ 附

帯施

設等

整備

� 鳥獣害防止施

設等整備

別表第１ １０�に同じ。 同上

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

９ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 附帯施設等整備は、１から７までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

３ 荒廃竹林整備は、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１から７までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

４ 森林作業道整備は、１から７までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

５ 森林作業道の開設については、当該開設と一体的に実施することとされている施業に２年（当該森林作業道の開設と一体的に実施すること

とされている施業が森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づくものである場合にあつては、これらの計画の期間内）先行して実施するこ

とができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 共生環境整備 野生生物の生息若しくは生育の環境の保全又は移動経路の確保を

図るための森林の造成、野生生物の生息に適した場所（ビオトー

プ）に係る水辺環境整備、原植生の回復整備等を目的として行う
は

広葉樹、花木又は餌木等の植栽、客土、捨石、播種、施肥、雑草

木又は不用木の除去、枝葉の除去、不良木の伐倒、伐倒木の搬出

集積並びに森林作業道の開設及び改良に要する経費

査定経費の１０分の７
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別表第４（第３条関係）

機能回復整備事業

１ 特定森林造成事業

� 特定林地改良

� 耕作放棄地等森林造成

２ 附帯施設整備 標識類の整備、苗木置場その他の林内作業場の整備、駐車場の整

備、防火施設整備として行う前生樹の伐倒、伐倒木の搬出集積、
は

枝葉の除去、客土、整地、植付け、播種、施肥、雑草木の除去、
とう

倒木起こし、不用木の除去、不良木の淘汰等防火帯の整備、防火

槽、用水路又は退避地の整備並びに渓流路整備として行う岩組等

林地保全施設及び防護柵の整備に要する経費

同上

３ 林内歩道等整備 �の表 ４に同じ。 同上

４ 用地等取得 �の表 ５に同じ。 査定経費の１０分の４

備考 森林作業道の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず

一括して実施することができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 特定林地改良 林木の生長が不良な土地の土壌条件を改良することにより、森林

の生産力を回復させることを目的として行う地ごしらえ、植付け

（土壌改良木の植付け及び緊急性が高い場合における大苗の植付
は

けを含む。）、播種及び施肥（石灰及び稲わらの施用を含む。）

に要する経費（特定農山村地域における農林業等の活性化のため

の基盤整備の促進に関する法律（平成５年法律第７２号）第２条第

１項に規定する特定農山村地域の林木の育成に適さない水田跡地

その他の耕作放棄地等において行う場合にあつては、地ごしら

え、植付け（土壌改良木の植付け及び緊急性が高い場合における
は

大苗の植付けを含む。）、播種、施肥（石灰及び稲わらの施用を

含む。）、不透水層の破砕、簡易な排水工、客土、盛土、土留工

等の実施に要する経費）

査定経費の１０分の７

２ 附

帯施

設等

整備

� 林木被害防止

施設等整備

多様な森林の造成又は保全を目的として行う林木被害の防止等に

必要な施設等の整備に要する経費

同上

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

３ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 荒廃竹林整備は、１の施業と一体的に実施するものであつて、全体事業量の中で荒廃竹林整備の事業量が１の施業に係る事業量を超えない

ものに限る。

２ 森林作業道整備は、１の施業と一体的に実施するものに限る。

３ 森林作業道の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず

一括して実施することができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費の１０分の４

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 枝打ち � 別表第１ ６�に同じ。 同上

� 別表第１ ６�に同じ。 同上
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� 造林未済地緊急造林

別表第５を削る。

様式第１号中「第５条、様式第７号」を「第６条、様式第６号」に改め、同様式注２�中「施行地位置図（」を「位置図（施行地の位置
を示した」に、「で、施行地の位置を明示した」を「又はこれに準ずる」に改め、同様式注２中�から�までを削り、�を�とし、同様式
別紙を次のように改める。

７ 除伐 別表第２ １の表７に同じ。 同上

８ 間伐 別表第１ ８に同じ。 同上

９ 更新伐 別表第２ １の表８に同じ。 同上

１０ 附

帯施

設等

整備

� 林木被害防止

施設等整備

�の表 ２�に同じ。 同上

� 林内作業場及

び林内かん水施

設整備

別表第１ １０�に同じ。 同上

� 生育環境補完

整備

造林木の確実かつ早急な成長の確保を図るために行う筋工、伏工

等簡易な工作物の設置に要する経費

同上

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

１１ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 荒廃竹林整備は、１から９までのいずれかの施業の周辺の森林において当該施業と一体的に実施するものであつて、全体事業量の中で荒廃

竹林整備の事業量が１から９までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

３ 森林作業道整備は、１から９までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

４ 森林作業道の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず

一括して実施することができる。

区分 補助基準（経費の内容） 補助率

１ 人工造林 別表第１ １に同じ。 査定経費の１０分の４

２ 樹下植栽等 別表第１ ２に同じ。 同上

３ 下刈り 別表第１ ３に同じ。 同上

４ 雪起こし 別表第１ ４に同じ。 同上

５ 倒木起こし 別表第１ ５に同じ。 同上

６ 枝打ち 別表第１ ６�に同じ。 同上

７ 除伐 別表第２ １の表７に同じ。 同上

８ 間伐 別表第１ ８に同じ。 同上

９ 附

帯施

設等

整備

� 荒廃竹林整備 別表第１ １０�に同じ。 同上

１０ 森林作業道整備 別表第１ １１に同じ。 同上

備考

１ 補助対象とする苗木の植栽は、１の施業にあつては１ヘクタール当たり１，０００本以上、２の施業にあつては１ヘクタール当たり６００本以上の

ものに限る。

２ 荒廃竹林整備は、１から８までのいずれかの施業の周辺の森林において当該施業と一体的に実施するものであつて、全体事業量の中で荒廃

竹林整備の事業量が１から８までの施業に係る事業量を超えないものに限る。

３ 森林作業道整備は、１から８までのいずれかの施業と一体的に実施するものに限る。

４ 森林作業道の開設については、森林施業計画又は特定間伐等促進計画に基づき必要な施業を行う場合に限り、施業の実施時期にかかわらず

一括して実施することができる。
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別紙

造 林 内 訳 書

（事業の区分・細目 ）

集
約
化
団
地
番
号

申請

番号

施 行 地 の 所 在
申請

区分

事 業 主 体 作業従事者 事 業 内 容
樹種又は

路線名 面積（ha）

又は延

長（ｍ）

搬出

材積

（�）

事業完了

年月日

計画の種類
集約化実施

計画承認日
備 考

市 町 大 字 字 地 番 森林所有者 現 場 監 督 査 定 区 分
林 齢 等

（年、本、数）
認 定 番 号

事前計画提

出日

注１ 集約化団地番号欄には、森林環境保全直接支援事業の間伐又は更新伐に係る申請の場合は、１集約化実施計画当たりの施行地（森林共同

施業団地対象民有林で実施する場合にあつては、１森林共同施業団地当たりの施行地）のまとまりごとに番号を記載すること。

２ 施行地の所在欄及び森林所有者欄には、森林施業計画、登記事項証明書等に記載されている地番及び森林所有者名を記載すること。

３ 申請区分欄には、森林所有者自らが申請するものにはあつては「単独」と、森林所有者から施業の委託を受けた事業主体が申請するもの

にあつては「受託」と、事業主体から補助金の申請事務の委任を受けた代理人が申請するものにあつては「代理」と記載すること。

４ 作業従事者欄には、事業主体自らが作業を行う場合にあつては「直営」と、事業主体から請け負つた者が作業を行う場合にあつては「請

負」と記載すること。

５ 現場監督欄には、事業主体が事業の実施に直接必要な作業の現場監督を行つている場合は「有」と、行つていない場合は「無」と記載す

ること。

６ 樹種又は路線名欄には、苗木を植栽する施業にあつては植栽に係る樹種を、森林作業道整備にあつては路線名を、これらの事業以外の事

業にあつては当該施行地の林木の樹種を記載すること。

７ 林齢等欄には、当該施行地の林木の林齢を記載すること。ただし、苗木を植栽する事業にあつては植栽本数を、施設の設置を伴うものに

あつては設置数を記載すること。

８ 面積又は延長欄には、当該施行地の面積を記載し、小数点以下３位未満を切り捨てること。ただし、森林作業道整備の場合にあつては、

当該森林作業道の延長を記載し、１メートル未満の端数は、これを四捨五入すること。

９ 搬出材積欄には、間伐及び更新伐を行つた場合に記載し、小数点以下４位未満を切り捨てること。

１０ 集約化実施計画承認日欄には、森林環境保全直接支援事業の間伐及び更新伐に係る申請の場合は、市町から当該集約化実施計画の承認を

受けた年月日を記載すること。

１１ 事前計画提出日欄には、森林環境保全直接支援事業の間伐、更新伐及び森林作業道整備に係る申請の場合は、当該事前計画を知事に提出

した年月日を記載すること。

１２ 備考欄には、各施行地の森林所有者について当該施行地に係る補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうちに仕入

れに係る消費税等相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額をいう。）がある場合は、その旨を記載する

こと。
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様式第５号を削る。

様式第６号中「第７条」を「第８条」に改め、同様式を様式第５号とする。

様式第７号中「第８条」を「第９条」に改め、同様式を様式第６号とする。

�������
�愛媛県告示第１２１号
宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）の規定による行政処

分について、同法第６９条第１項及び同条第２項において準用する同

法第１６条の１５第５項の規定により、公開の聴聞を次のとおり行う。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 日時 平成２４年２月８日（水）

２ 場所 松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁第一別館４階土木部会議室

３ 被聴聞者

� 商号、代表者氏名及び主たる事務所の所在地

株式会社セイコー不動産

代表取締役 加藤 憲治

新居浜市松木町４番２５号

� 免許証番号

愛媛県知事�第３２８７号
� 免許年月日

平成２３年８月５日

�������
�愛媛県告示第１２２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

新居浜市大生院土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任

した旨の届出があった。

平成２４年１月３１日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 神 野 正 男 新居浜市大生院５２９

〃 渡 辺 文 隆 新居浜市大生院１０１１

〃 野 口 武 夫 新居浜市大生院１４９６－２

〃 野 口 明 幸 新居浜市大生院２０１０

〃 小 野 文 夫 新居浜市大生院１８２４－３

〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 小 野 政 親 新居浜市大生院１１１８

〃 松 木 唯 数 新居浜市大生院１２５４－２

〃 高 橋 秀 人 新居浜市大生院４２３

〃 加 藤 勝 彦 新居浜市大生院４７３

〃 秦 満 睦 新居浜市大生院７５６－６

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 田 中 一二三 新居浜市大生院１２１０

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 櫛 部 敏 春 新居浜市大生院１９２０

〃 神 野 正 男 新居浜市大生院５２９

〃 野 口 敞 司 新居浜市大生院１２１６

〃 野 口 明 幸 新居浜市大生院２０１０

〃 野 口 和 也 新居浜市大生院１０６１

〃 渡 辺 繁 教 新居浜市大生院１１４８

〃 渡 辺 文 隆 新居浜市大生院１０１１

〃 一 色 虎 雄 新居浜市大生院３５７－１

〃 野 口 武 夫 新居浜市大生院１４９６－２

〃 加 藤 勝 彦 新居浜市大生院４７３

〃 畝 川 米太郎 新居浜市大生院７２５－５

監 事 村 上 嘉 一 新居浜市萩生１３０４－１

〃 田 中 一二三 新居浜市大生院１２１０

�������
�愛媛県告示第１２３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１６項の規定により、

四国中央市土居町土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退

任した旨の届出があった。

平成２４年１月３１日

愛媛県東予地方局長 沖 哲 志

就 任

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 � 政 春 四国中央市土居町中村１０４１番地

退 任

役員の種類 氏 名 住 所

監 事 苅 田 耕 一 四国中央市土居町中村１００３番地

�愛媛県告示第１２４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広
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�愛媛県告示第１２５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 新居浜港線
新居浜市本郷一丁目８８０番７から

同市本郷一丁目８６４番７地先まで
平成２４年１月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 桜井山路線

今治市上徳字神宮寺甲３４０番５地先から

同市上徳字宮ノ内甲３９４番１１地先まで
旧 １０．５～１２．５ ０．０５６

今治市上徳字神宮寺甲３４０番４地先から

同市上徳字宮ノ内甲３９４番１１地先まで
新 ２１．５～２５．５ ０．０５６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 久万中山線
伊予市中山町出渕４番耕地９２０番４から

同町出渕８番耕地６９２番３まで
平成２４年１月３１日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山川内線
松山市平井町甲２２７２番２地先から

同町甲２２９８番５まで
平成２４年１月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町越田３７５番１から

同町越田３７６番地先まで

旧 １１．０～２７．５ ０．０２８

新 ２３．４～２７．５ ０．０２７
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�愛媛県告示第１２９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局八幡浜土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成２４年１月３１日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県漁業取締船用燃料の購入

� 購入物品名及び数量

軽油（免税・ＪＩＳ Ｋ２２０４ ２号）

約３２９，１００リットル

この数量は、過去１年間の購入実績に基づく数量であり、平

成２４年度の納入量を保証するものではない。

� 購入物品の内容等

入札説明書による。

� 納入期間

平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで

� 納入場所

松山港及び宇和島港の愛媛県漁業取締船桟橋又は愛媛県が指

定する愛媛県海域

� 入札方法

ア 入札は、愛媛県電子入札システムによる電子入札により行

うこと。ただし、愛媛県電子入札運用基準（製造の請負等編）

（以下「運用基準」という。）８�又は�の規定により紙入
札による参加承諾を受けた者にあっては、紙入札を行うこと

ができる。

イ 入札金額は、１００リットル当たりの単価で記載すること。

ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に

１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費

税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する

金額を入札書に記載すること。

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町越田３７５番１から

同町越田３７６番地先まで
平成２４年１月３１日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 双岩停車場和泉線

八幡浜市谷１０番耕地２６８番地先から

同市谷５番耕地３０６番１地先まで
旧 ４．８～２９．０ ０．１７０

八幡浜市谷５番耕地２４番２から

同市谷５番耕地３０６番１まで
新 ５．２～３８．０ ０．１８９

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 双岩停車場和泉線
八幡浜市谷５番耕地２４番２から

同市谷５番耕地３０６番１まで
平成２４年１月３１日

公 告

��������������

��������������

愛 媛 県 報平成２４年１月３１日 第２３３８号

７３



なお、契約単価は、入札書に記載された金額を１００で除し、

１リットル当たりの単価とする。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、平成２３・２４・２５年度の製造の請負等に係る

一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業者で、次の

事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 納入期間中に適正かつ確実に納入できる体制が整備されてい

ることを証明した者であること。

� ４の�に掲げる提出期限の日から落札者の決定の日までの間
に、知事が行う入札参加資格停止の期間中にない者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問合せ先

愛媛県出納局会計課用品調達係

〒７９０－８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２－２１５６

� 入札書の受領期間

電子入札による場合は、平成２４年３月２２日（木）午前９時か

ら同月２３日（金）午後１時５９分まで

紙入札による場合は、平成２４年３月２３日（金）午後１時５９分

まで

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成２４年３月２３日（金）午後２時００分

愛媛県庁舎 総務部会議室（入札室） 本館２階

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から

第１３７条の規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示した

物品を納入できることを証明する書類等を、入札説明書等に基

づき次の期限までに提出しなければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められた場合

は、これに応じなければならない。

提出期限：平成２４年３月１４日（水）午後５時００分

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 契約保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１５２条から

第１５４条までの規定による。

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した入札者

であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づいて作成され

た予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行っ

たものを落札者とする。

� その他

ア 入札書の提出方法

電子入札による場合は、電子入札システムにより入札金額

及び電子くじ入力番号を入力の上、提出すること。

運用基準８�又は�の規定により紙入札による入札が承諾
された者は、入札書を直接又は郵便（書留郵便に限る。）に

より提出すること。

イ 詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the product to be purchased：

Light Oil（tax exempted，JIS K２２０４ No.２）approximately

３２９，１００L

� Time limit of tender：１：５９Ｐ．ｍ．，２３ March ２０１２

� For further information，please contact： Supplies

Procurement Section，Accounting Division，Treasury

Bureau，Ehime Prefectural Government，４‐４‐２ Ichibancho，

Matsuyama，Ehime ７９０‐８５７０ Japan

TEL０８９‐９１２‐２１５６

平成２４年１月３１日 発行
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